
第4回 審議参加に関する遵守事項の検証t検討委員会  

議事次第  

○日 時： 平成20年11月7日（金）16：00～18：00  

○場 所： 厚生労働省6階 共用第8会議室  

○議 題：  

1． これまでの議論を踏まえた検討事項について  

2．その他  

○資 料：  

資料1 検討事項とこれまでの議論等について  

資料2 今後の方向についての意見（桐野委員提出）  

参考資料1 本委員会の基本的な論点の再整理  

参考資料2 医薬品第一部会及び医薬品第二部会における審議参加の状況について  

参考資料3 薬事・食品衛生審議会における「審議参加に関する遵守事項」の運用上の  

課題に関する研究班アンケート調査結果（暫定集計版）  

参考資料4 米国FDAにおける最近の動向について  

参考資料5 FDA改革法第701条（仮訳）  

（以上第3回会議資料と同じ）  

参考資料6 薬事■食品衛生審議会関係規程  

（以上第2回会議資料と同じ）  

参考資料7 審議参加に関する遵守事項  

参考資料8 審議参加に関する遵守事項（参考資料）  

参考資料9 検討すべき事項及びその検討方法   



匪司   

検討事項とこれまでの議論等について   

※1：本妻員会で本来検討すべき議論については「O」、本妻員会における直接の検討事項ではないが、関連する議論については「＊」で示している。  

※2：これまで説明していないが、参考として今回示した事項について「※」で示している。  

検 討 事 項   これまでの主な議論等※1   報告された調査等の内容※2   

1．審議不参加等の基準や運用状況  ○ 運用状況から見て、申し合わせは一定の機能を果た  本年5月から8月までに開催された医薬品第一部会及び医薬品第   

の評価について   していると考えて良いか。  二部会における審議参加の状況としては、延べ376人の委員が  

出席したうち、13人が退室、54人が議決不参加であった。  

定足数確保のため議題順の変更を行った事例があった。また、全  

32の議題のうち、4議題においては出席委員数が定足数と同  

数、14議題においては出席委員数が定足数＋1名であった。  

（参考資料2：医薬品第一部会及び医薬品第二部会における審議  

参加の状況について）  

○競合企業を対象として追加したため、審議会の運営         競合企業を対象としたことにより、最大4社に関して申告を求め  

において、困難な場面が見られるのではないか。   ることから、審議不参加等の基準に該当する委員が暫定申し合わ  

せ運用時に比較して増加している。  

（参考資料2：医薬品第一部会及び医薬品第二部会における審議  

参加の状況について）  

米国においては、関連する組織への寄附金等も対象とされている  

が、申告対象とすべき寄附金等について、個別品目ベースとして  

いることから、我が国の現行の申し合わせにおける企業ベースの  

取扱いとは異なる。  

（参考資料4：米国FDAにおける最近の動向について3頁、ス  

テツプ5）  

㌣1，  





（2）組織の取扱い   

① 委員本人宛ではなく同じ学部  

宛に対するものとして受け取  

った寄附金等の取扱い  

学部、大学に対する寄附金等の受領については、半数以上が把握  

していないと回答している。  

（参考資料3：研究班アンケート調査結果61～72責）  

○ 学部等組織に対する寄附金等については、その額を   

把握していないので、自己申告を求めるのは不可能  

ではないか。  

米国においては、関連する組織への寄附金等も対象とされている  

が、申告対象とすべき寄附金等について、個別品目ベースとして  

いることから、我が国の現行の申し合わせにおける企業ベースの  

取扱いとは異なる。  

（参考資料4：米国FDAにおける最近の動向について3責、ス   

テップ5）  

○ 大学における管理実態を踏まえると、学部等組織に   

対する寄附金を実際上個人に割り当てるのは難しい  

のではないか。  

○ 実態調査等を踏まえると、部下（若手研究者）宛へ   

の寄附金等について、その額を把握しているケース  

も多いことをどう考えるか。  

講座内の関係者（准教授、助教など）の寄附金等の受領について  

は約9割が把握していると回答している。  

（参考資料3：研究班アンケート調査結果61～72頁）  

※ 平成17年改正学校教育法により、教育研究の活性化及び国   

際的な通用性の観点から、助教授を廃止して「准教授」を、助   

手のうち主として教育研究を行う者のために「助教」をそれぞ   

れ設け、教授から独立させて教育・研究面での役割を明確化し   

たところ。   

○ 今後は、若手研究者も独立した研究者とする方向な  

ので、准教授、助数等に対する寄附金等まで対象と  

する必要はないのではないか。  

○ 他の講座の関係者への寄附金等については、その額  

を把握していないので、自己申告を求めるのは困難  

ではないか。  

○ これ以上、退出、議決不参加の委員が増えると、審  

議が成立しなくなる恐れがあるのではないか。  

竃  



申告フォーマットの記入に要した日数（実際の作業着手から返送  

に要した日数）は1日以内という委員が大半であり、記入内容に  

ついても「評価できる」、「やむを得ない」という回答をあわせる  

と9割を超えている。  

（参考資料3：研究班アンケート調査結果95～101頁）  

○ 金額の区分を細かくすればするほど運用が困難にな  

るのではないか。  

（3）申告の方法  

○ 現行の申告方法は、簡単明瞭な方法といえるのでは  

ないか。  

（4）「申し合わせ」という位置づけ   

①位置づけ  薬事■食品衛生審議会令第12条において、「この政令に定めるも  

ののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、  

会長が審議会に諮って定める」こととされている。  

上記の規程に基づき、薬事・食品衛生審議会規程第5条において、  

「分科会の議事運営に関し必要な事項は、分科会長が当該分科会  

に諮って定める」こととされており、この規程に基づき、分科会  

規程や申し合わせが定められている。  

（参考資料6：薬事・食品衛生審議会関係規程4～5頁）  

○ 国民への説明という観点からきちんと位置付けるべ  

きではないか。  

○ 形式より、実質を重視すべきではないか。  

○ 分科会規程で規定することは可能ではないか。  

薬事分科会規程第11条において、  

「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の  

役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任し  

た場合には、辞任しなければならない」と定められている。  

（参考資料6：薬事・食品衛生審議会関係規程11頁）   

○ 分科会規程に企業の役員等に就任した場合は、委員  

を辞任しなければならないとあるので、審議会全体  

のルールの体系からすると、今回議論している利益  

相反の内容が分科会規程の上位に定められることは  

ないのではないか。  

O 「申し合わせ」という名称は見直した方がいいので  

はないか  



②その他   ○ 国立大学法人の例を参考に、利益相反マネジメント  ※ 薬事・食品衛生審議会薬事分科会及び部会等の事務は、厚生  

の実務を行う組織を作る必要があるのではないか。  労働省医薬食品局総務課審議会係が担当しており、申し合わせ  

の運用においては、委員への申請企業・競合企業の連絡、委員  

○大学の利益相反マネジメントが常勤の職員を対象と  

しているのに対し、審議会は非常勤の委員が対象な  

ので、組織を作って利益相反マネジメントを行うこ  

とまでは必要ないのではないか。   適格な金銭的利益の総額が5万ドル以下の場合、諮問委員会へ不  

可欠な専門的知識を提供するために、そのメンバーの参加が必要  

かどうか等について、FDAが一定の裁量をもって判断してい  

る。  

（参考資料4：米国FDAにおける最近の動向について4頁、ス  

テツプ8～11）   

3．その他の指摘等について   

○国民に分かりやすく受け入れられるルールであるこ  

とが必要ではないか。  

○国民向けに、本申し合わせは、審議の中立性、公平  

性及び透明性をより一層担保するためのシステム、  

ルールであると説明することが必要ではないか。  

∴＝■」  



、＿三さ・‾ニーこ  

今後の方向についての意見  

現在の委員会では、3月24日に薬事分科会申し合わせとして策定された「審議参  

加に関する遵守事項」の内容について、残された課題を検討することが主要な役割と  

なっています。しかし、その結果基準の案が委員会としてまとまった場合に、それがど  

のような形になるのかが私にはよくわかりません。3月24日の申し合わせをより詳細  

に検討した新たな「申し合わせ確定版」として使われるとすると、これは分科会に参加  

する委員が自ら申し合わせたルールに自主的に従うという形式になりますが 、これで  

は利益相反マネジメントにはなりません。実際には利益相反の判断は複雑で、それを  

委員自身が判断し、説明責任を自ら負うという方法では、利益相反マネジメントの適  

切なやり方とは思えません。  

参考になるのは、先行している国立大学法人の例です（と言うよりは、そのような例  

以外には私自身に経験がありません）。多くの国立大学で、複雑な利益相反が発生  

すために、がっちりとした体制を取っています。東京大学にもしっかりしたものがあり  

ますが、東北大学の利益相反マネジメントはしっかりしている上に、情報をわかりや  

すく公開していて、大いに参考になります。また大学として利益相反をどのように扱う  

かが「利益相反マネジメントポリシー」に明記してあり、そこには「大学が利益相反につ  

いての説明責任を果たし」、「そこで得られた個人情幸馴ま、法律に基づき適正に管理  

する」とはっきり書かれています。   

薬事分科会は薬事・食品衛生審議会のもとにあり、審議会は設置法に決められた  

機関ですので、審議会のもとに利益相反のルール作りをする利益相反の親委員会を  

設置し（薬事・食品衛生審議会自体が兼ねるという方法もあります）、その下に利益相  

反マネジメントの実務をおこなう組織をつくる必要があります。このようなマネジメント  

をしないと、説明責任を誰が果たすのかがはっきりしません。個人情報の開示請求に  

誰が対処するのかも不明確です。また、詳しい「申し合わせ」の条文を山のように作っ  

ても、例外はいくらでも発生し、対処できません。   

私は当委員会で検討した結果が審議会の委員長に案として報告された時点で、上  

記のような体制になることが適切と思いますし、そのように答申することが必要ではな  

いかと考える次第です。単に薬事分科会委員の申し合わせであれば、分科会の委員  

が交代になるたびに、それぞれの委員に申し合わせ事項を詳しく説明し、その申し合  

わせに同意することの確認が必要です。そうでなければ、関係のない前任の委員が  

つくった申し合わせに、自動的に従い、その上で個人が説明責任を負うこととなり、理  

不尽です。  

平成20年9月11日  国立国際医療センター 桐野高明   



享≠二三∴＿t＿  

本委員会の基本的な論点の再整理  

1 何を誰が評価するか   

○企業等Aから教授等Bが「寄付金等」を受けることを、大学等Cとして  

どのように評価するかではなく、   

○そのような「寄付金等」を受けた教授等Bが合議体である審議会Dに委  

員として参画（審議・議決）することを、審議会D（全体）としてどの  

ように評価するか。  

（注）厚生労働省所管の審議会の中には、利害関係者が参画し、議論・議決するも  

のも少なくないが、新薬等の審査等においては、特に中立・公平な議論が求め  

られている。  

2 評価の基準をどう考えるか   

○運営状況や諸外国の類似事例に照らした、現行申合せの妥当性の検証。   

○上記検証に当たって残された課題。  

t 奨学寄付金を「寄付金等」に含めるかどうか。  

・教授等個人あてではなく、大学■学部等の組織あてのものとして受  

け取ったものまで「寄付金等」に含めるかどうか。   

・「寄付金等」の申告方法は、現行のようなチェック方式で良いかど  

うか。  

■ 当該基準は、審議会（分科会）が審議ルールの一つとして申し合せ  

るという位置付けで良いかどうか。  

ー「   



匪塾頭  
医薬品第一部会及び医薬品第二部会における審議参加の状況について  

第2回会合において「薬事・食品衛生審議会審議参加  遵  ヽ  ノ
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 集計では、審議会における遵守事項の運用状況の実態がわかりにくし  との指摘があった。  

これを踏まえ、開催回数が比較的多い、承認審査等にかかる調査審議を行っている医薬品第一部会及び医薬品第二部会について、今年5  

月から8月までに開催された各部会における個別議題ごとに審議参加の状況等について以下のとおりとりまとめた。  

また、現行中し合わせと暫定申し合わせの運用結果の差違について検証するため、出席委員に対する直接議決に参加した委員（退出及び議  
決不参加以外の委員）の割合に着目し、集計を行った結果を別紙としてとりまとめた。  

1．医薬品第一部会（定足数10名）  （単位‥人）  

出席委員数   
対応状況※1  直接議決に参加し  

申請企業関係  競合企業関係  
退出   議決不参加   退出   議決不参加   退出   議決不参加   た委員数※2  

5月26日開催  
（総委員数19名）  

議題1   ．11   0   3   0   0   0   3   8   

議題2   0   0   0   2   0   2   9   

議題3   0   2   2   2   8   

議題4   0   0   0   0   10   
議題5   0   0   0   0   0   0   

議題6   0   0   0   0   10   
議題7   0   0   0   0   0   0   皿   

議題8   0   2   0   0   2   9   

議題9   0   0   0   0   10   
議題．10   2   8   

議題11   0   2   9   

（注）  

※1同一議題において重複して申告されている委員がいることから、対応状況は申告された件数の総和（申請企業関係＋競合企業関係）とは異なる。  
※2 議決不参加の場合には、当該委員は部会等に出席したものとみなし、当該委員の議決権は、議決に加わった委員等の可否に関する議決結果にした  
がって部会長により行使されたものとなる（申し合わせ4．（3）議決権の行使）。   





（別紙）  

現行申し合わせと暫定申し合わせの運用結果について  

定申し合わせを適用→ト現行中し合わせを適用  

出席委員に対する  
直接議決に参加し  

た委員の割合（％）  
医薬品第二部会  医薬品第一部会   

8／29開催  5／23開催  8／27開催   7／25開催  5／26開催  



（別添）  

第二回章員会提出資料  

薬事・食品衛生審議会審議参加の状況（平成20年5月～8月開催分）  

延審議数  

部会等閑催数   
延出席委員   

延申請企業数  延競合企業数  延検討人員  
数  

個別品目  それ以外  延べ人員  
申請企業  競合  企業  

議決不参叫 退出   議決不参加  退出   

薬事分科会（1回）   16   4   0   4   9   208   8  3．8％   3   0   3  

医薬品第一部会（3回）   36   24  0  26  55   960  

医薬品第二部会（3回）   37  8  0  8  19   337  

医療機器・体外診断薬部会（2回）   24   7   7   6   163  

他（7回）   91   16   15   26   524   5  1．0％   2   0   3  

合  計   204   59   2   60   115   2192   80  3．6％   27   2   40  

※延審議品目数において、共同開発等により該当企業が複数の場合がある。   

※審議不参加等の延べ人員欄の割合（％）は、延検討人員に対する比率である。  
（なお、延検討人員は各部会開催ごとの出席委員数×企業数（申請企業＋競合企業）を合計することにより算出している。）   



二千ご子十・■‥1＿  

平成20年度厚生労働科学研究  

薬事・食品衛生審議会における「審議参加に関する遵守  

事項」の運用上の課題に関する研究班アンケート調査  

＜暫定集計版（2008年10月6日回収分までを集計）＞  

（注）   

本アンケート調査結果において、他の設問に対する回答と比較した場合、不整合が生じている  

と解される回答が見受けられるが、本調査は無記名式で実施しており、確認のための遡及調査の  

実施は困難なため、今回、そのようなものも含めて集計を行ったところ。   
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Ⅰ．学部  

2   



調査の概要  

1．調査の目的  

現状の把握のため、寄付金・契約金等の会計処理方法を含めた実態の把握及び組織に対する利   

益相反への考え方について、全国の医学・薬学部（研究科）の会計担当者に対して、別添のア   

ンケート調査を実施したもの。  

2．調査項目  

（∋ 大学に関する基本情報  

② 奨学寄附金、研究契約金の受領等について  

③ 組織的利益相反にかかる各種バイアスを防ぐための手法  

3．調査対象  

全国の国公立・私立大学の医学部および薬学部より1／3を無作為抽出（計43学部）  

4／調査時期  

2008年8月26日～9月16日  

5．調査方法  

調査票（自記式／無記名式）を用いた郵送調査  

6．回収結果  

33通（有効回答率76．7％）   



Ⅰ－1．大学に関する基本情報  

御所属の大学、学部についてお尋ねします。  

1．1御所属の大学の種類について、該当するもの1つに「γ」を付けてください。（単一回答）  

□ 1．国立大学法人   

□ 2．公立大学又は公立大学法人   

□ 3．学校法人（私立大学）  

ロ国立大学法人  ヨ公立大学又は公立大学法人  国学校法人  

いヽ  1  
全 体（n＝33）  

医学部（n＝20）  

薬学部（n＝13）  

1．2貴学部（研究科）に所属されている教授の人数をお答え下さい。（単一回答）  

口 1． 1～10人  

口 2．11～20人  

口 3．21～30人  

口 4．31～40人  

口 5．41～50人  

口 6．51人以上  

□全  体 （n＝33）   0．0   15．2  21．2  9．1   12．1   42．4   

ロ国公立医学部（n＝11）   0．0   0．0  0．0  27．3   27．3   45．5   

田私立医学部（n＝9）   0．0   0．0  0．0  0．0   11．1   88．9   

四国公立薬学部（n＝5）   0．0   80．0  20．0  0．0   0．0   0．0   

田私立薬学部（n＝8）   0．0   12．5  75．0  0．0   0．0   12．5  



Ⅰ－2．寄附金と研究契約金の受領等について   

（1）奨学寄附金について  

奨学寄附金（製薬企業から教育研究の奨励を目的として大学等に寄附されるもの）に  

ついて  

2・1・1製薬企業からの奨学寄附金について、学内の制度的な位置づけがありますか。（単一回答）  

ロ 1．明文化した規程がある  

□ 2・明文化していないが取り扱いのルールがある  

ロ 3．特にルールはない  

ロ明文規程あり目明文規程なし／ルールあり田ルールなし口回答なし  

ニ‡∃∴＿  全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

］  
国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  



2．1．2 製薬企業からの奨学寄附金とそれ以外の寄附金（不動産、動産を含む）を区別して取り扱って  

いますか。（単一回答）  

□ 1．寄附金として一括して取り扱っている  

口 2．奨学寄附金のみを取り扱っている  

□ 3．奨学寄附金とその他の寄附金を区別して取り扱っている  

□寄附金として一括取扱い  日奨学寄附金のみ  
田奨学寄附金とその他を区別  口回答なし  

全  体（n＝33）  

・・   国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  

r   



2．1．3 製薬企業からの奨学寄附金と研究契約金（治験や共同研究、受託研究に係る費用）を区別して  

取り扱っていますか。（単一回答）  

□ 1．規定上、区別して取り扱っている  

□ 2．規程はないが、区別して取り扱っている  

□ 3＿ 区別していない  

臼規程はないが、区別している  ロ規程上、区別している  
臼区別していない  □回答なし  

全  体（Il＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  

7   



2．1．4 製薬企業からの奨学寄附金の研究者による使用に関する規程はありますか。（単一回答）  

□ 1．明文化した規程がある  

□ 2．明文化していないが取り扱いのルールがある  

□ 3．特にルールはない  

ロ明文規程あり 日明文規程なし／ルールあり 田ルールなし口回答なし  

全  体（n＝33）  

－・  国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  



2．1，5 製薬企業からの奨学寄附金の使途制限はありますか。（単一回答）  

□ 1，明文化した規程がある  

□ 2．明文化していないが取り扱いのルールがある  

□ 3．特にルールはない  

□明文規程あり 日明文規程なし／ルールあり 臼ルールなしロ回答なし  

≧ L⊥」  全  体（n＝33）  

止叫恥室生魂竣■  国公立医学部（n＝11）  

麿 私立医学部（n＝9）  

L＿＿＿＿、＿、＿、  国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部 （n＝8）  

9   



／  

2．1．6 製薬企業からの奨学寄附金の経理方法（機関経理か否か）について、該当するものに「y」を  

つけてください。（単一回答）  

□ 1．全て機関経理である  

□ 2．原則機関経理であるが、一部例外がある  

口 3．機関経理とそれ以外（直接研究者の口座に入金）が併存している  

口 4．機関経理は行っていない  

臼全て機関経理である  日原則機関経理  

臼機関経理とそれ以外が併存  同機関経理は行っていない  

□回答なし  

全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

・・・   萱 国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  

10   



2．1．7 製薬企業からの奨学寄附金の使途の管理方法に係る規程の有無について、該当するものに「1′」  

をつけてください。（単一回答）  

□ 1．規程あり  

□ 2．規程なし  

ロ規程あり  白規程なし  □回答なし  

全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  

11   



2．1．8 製薬企業からの奨学寄附金に関し、個別の事例毎に企業名、金額及び受取人（実際に寄附金等  

を使用する研究者のことを指す。以下同じ。）が対応づけられる形で書類上管理されているか否かにつ  

いて、該当するものに「γ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．個別事例毎に企業名、金額及び受取人が対応できる形で管理されている  

□ 2．管理されていない  

臼個別事例ごとに管理されている 四管理されていない ロ回答なし  

全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部 （11＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  

12   



2．1．9 製薬企業からの奨学寄附金の受領に閲し、企業名、金額及び受取人に関する情報の公表の取扱  

いについて、該当するものに「リ」をつけてください。（単一回答）  

□1．学部内（学内）・学外問わず全て（「企業名、金額及び受取人」のことを指す。以下2・1・9において  

同じ。）公表している  

□ 2．学部内（学内）のみ全て公表しているが、情報公開請求があれば全て公表する  

□ 3．学部内（学内卜学外とも全ては公表していないが、情報公開請求があれば全て公表する  

□ 4．情報公開請求があっても全ては公表していない  

ロ学部内外問わず全て公表  

日学部内のみ全て公表／公開請求があれば全て公表  

国学部内外とも全ては公表していない／公開請求があれば全て公表  
田情報公開請求があっても全ては公表しない  
ロ回答なし  

≡＝∃二‾、l‾毒 二一 室   全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

ノ＼照、・   77．8   十   ．⊂、X        r、Y8、、   私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

、⊥…ll  私立薬学部（n＝8）  

13   



2．1．10 2．1．9で1．又は2．1こチェックをされた方のみお答え下さい   

企業名、金額及び受取人に関する情報の学部内（学内）への公表の方法について、該当するものに「1′」  

をつけてください。（複数回答可）  

□ 1．学内で書類の閲覧が可能  

□ 2．学内掲示版等に書面で掲示  

ロ 3．学内で書類を回覧  

□ 4．学内イントラネット、学内ページ（パスワード管理など）で学内向けに公表  

□ 5．学内の会議で周知  

□ 6．広報文書、広報誌で周知  

口 7．インターネットで学内外に公表  

0  1  2  3  

学内で書類の閲覧が可能  

学内掲示板等に書面で掲示  

学内で書類を回覧  

学内ページで学内向けに公表  

学内の会議で周知  

広報文書、広報誌で周知  

インターネットで学内外に公表  

回答なし  

14   



2・1．12 製薬企業からの奨学寄附金の受領に関し、拠出側情報（企業名および各企業からの金額）の  

情報公開請求時の公開方法について、該当するものに「リ」をつけてください。（単一回答）  

ロ ト 企業名および各企業からの金額を全て公開している  

ロ 2．原則として公開するが、少額の場合など、一部省略する場合がある  

□ 3．企業名を匿名化して企業毎の金額を公開している  

□ 4．総額のみを公表している  

□ 5．企業名を示すが、企業毎の金銀は公開していない  

□ 6．企業名、金額ともに公開していない  

口企業名、金額全て公開  日原則公開／一部省略する場合がある  

日企業名を匿名化して金額を公開  口総額のみを公表  

四企業名を示すが、個別金額は非公開 田企業名、金額とも非公開  

□回答なし  

全  体（n＝33）  

＝  国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  

15   



2．1．13 製薬企業からの奨学寄附金の受領に閲し、受け取り側情報（講座名、研究者名等）の情報公  

開請求時の公開方法について、該当するものに「リ」をつけてください。（単一回答）  

口 1．研究者名及び受領内容を全て公開している  

□ 2．原則として公開するが、少額の場合など、一部省略する場合がある  

口 3．研究者名を匿名化して受領内容を公開している  

ロ 4．講座等の単位のみで公開し、研究者毎の情報は公開していない  

口 5．公開していない  

巳研究者名、受領内容を全て公開  日原則公開／一部省略する場合がある  

田研究者名を匿名化し公開  E講座等単位のみで公開  

日公開していない  □回答なし  

全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部 （n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

m 私立薬学部 （n＝8）  

16   



2．1．14 製薬企業からの奨学寄附金の受領に際して、光熱水料などの間接経費を組織（大学、学部）  

へ割り当てるとする規程はありますか。（単一回答）  

□1．規程で明文化し、間接経費を徴収している  

口 2．明文化した規程はないが、間接経費を徴収している  

□ 3．間接経費を徴収していない  

日明文規程はないが徴収している  □規程で明文化し徴収  
田間接経費を徴収していない  ロ回答なし  

全  体（n＝33）  

】 国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  

17   



2．1．15 製薬企業からの奨学寄附金の受領に際して、光熱水料などの間接経費の割り当て率（割り当  

て率が奨学寄付金等の金額により異なる場合は最も例数の多いもの）をお答え下さい。（1％以下は切  

り上げ）（単一回答）  

□ 1．0％（間接経費無し）  

□ 2．1～10％  

［］ 3．11～20％  

⊂】 4．21一〉30％  

［コ 5．31～40％  

［］ 6．41■〉50％  

□ 7．51％以上  

口0％  口1～10％ 臼11～20％ 臼21～30％ 臼31～40％ B41～50％  

可51％以上 一口回答なし  

全  体（n＝33）  

3．0  3．0  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

≧  
30・0  国公立薬学部（n＝5）  

2ニ5 私立薬学部（n＝8）  

18   



（2）奨学寄附金以外の資金について  

奨学寄附金以外の企業からの資金（不動産・動産を含む奨学寄附金以外の寄附金、治  

験や共同研究一受託研究に係る研究契約金）について  

2．2．1製薬企業からの奨学寄附金以外の資金の経理方法（機関経理か否か）について、該当するもの  

に「1／」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．全て機関経王里である  

□ 2．原則機関経理であるが、一部例外がある  

□ 3．機関経理とそれ以外（直接研究者の口座に入金）が併存している  

口 4．機関経理は行っていない  

ロ全て機関経理である  日原則機関経理  

田機関経理とそれ以外が併存  臨機関経理は行っていない  

□回答なし  

全  休 （n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部 （n＝9）  

国公立薬学部（nニ5）  

私立薬学部 （n＝8）  

19   



2嶋2・2 製薬企業からの奨学寄附金以外の資金の使途の管理方法に係る規程の有無について、該当する  

ものに「リ」をつけてください。（単一回答）  

ロ 1．規程あり  

口 2．規程なし  

ロ規程あり  田規程なし  ロ回答なし  

全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  

20  
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2．2．3 製薬企業からの奨学寄附金以外の資金に関し、個別の事例毎に企業名、金額及び受取人が対応  

づけられる形で書類上管理されているか否かについて、該当するものに「ソ」をつけてください。（単  

一回答）  

□1．個別事例毎に企業名、金持及び受取人が対応できる形で管理されている  

ロ 2．管理されていない  

ロ個別事例ごとに管理されている 日管理されていない ロ回答なし  

全  体（n＝33）  

後  
国公立医学部（n＝11）  

私立医学部 （n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部 （n＝8）  

21   



2．2．4 製薬企業からの奨学寄附金以外の資金の受領に閲し、企業名、金額及び受取人の情報の公表の  

取扱いについて、該当するものに「リ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．学部内（学内）・学外問わず全て（「企業名、金祖及び受取人」のことを指す。以下2．2．4において  

同じ。）公表している  

□ 2．学部内（学内）のみ全て公表しているが、情報公開請求があれば全て公表する  

□ 3．学部内（学内）・学外とも全ては公表していないが、情報公開請求があれば全て公表する  

□ 4．情報公開請求があっても全ては公表していない  

日学部内外問わず全て公表  

日学部内のみ全て公表／公開請求があれば全て公表  

国学部内外とも全ては公表していない／公開請求があれば全て公表  
田情報公開請求があっても全ては公表しない  
口回答なし  

全  体（n＝33）  

彗二＝丁二＝＝二二⊥＿  国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n〒5）  

巨∃吻匿済渕H  私立薬学部（n＝8）  

22   



2・2・5 2Ml∵又は2．1こチェックをされた方のみお答え下さい   

企業名、金額及び受取人に関する情報の学部内（学内）への公表の方法について、該当するものに「リ」  

をつけてください。（複数回答可）  

□ 1．学内で書類の閲覧が可能  

口 2．学内掲示版等に書面で掲示  

□ 3．学内で書類を回覧  

口 4．学内イントラネット、学内ページ（パスワード管理など）で学内向けに公表  

□ 5．学内の会議で周知  

ロ 6．広報文書、広報誌で周知  

Ⅱ 7．インターネットで学内外に公表  

0  1  2  3  

学内で書類の閲覧が可能  

学内掲示板等に書面で掲示  

学内で書類を回覧  

学内ページで学内向けに公表  

学内の会議で周知  

広報文書、広報誌で周知  

インターネットで学内外に公表  

回答なし  

23   



2・2・7 製薬企業からの奨学寄附金以外の資金の受領に関し、拠出側情報（企業名および各企業からの  

金額）の情報公開請求時の公開方法について、該当するものに「y」をつけてください。（単一回答）   

□1・企業名および各企業からの金額を全て公開している   

□ 2・原則として公開するが、少額の場合など、一部省略する場合がある  

□ 3，企業名を伏せて企業毎の金額を公開している  

□ 4．総額のみを公表している   

□ 5．企業名を示すが、企業毎の金額は公開していない  

□ 6．企業名、金額ともに公開していない  

□企業名、金額全て公開  ∃原則公開／一部省略する場合がある  

田企業名を匿名化して金額を公開  B総額のみを公表  

田企業名を示すが、個別金額は非公開 田企業名、金額とも非公開  

口回答なし  

全  体  
）
 
 3

 
 

3
 
 

二
 
 
 

n
 
 

（
 
 

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  



2．2．8 製薬企業からの奨学寄附金以外の資金の受領に関し、受け取り側情報（講座名、研究者名等）  

の情報公開請求時の公開方法について、該当するものに「γ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1＿ 研究者名及び受領内容を全て公開している  

□ 2．原則として公開するが、少額の場合など、一部省略する場合がある  

ロ 3．研究者名を匿名化して受領内容を公開している  

ロ 4．講座等の単位のみで公開し、研究者毎の情報は公開していない  

□ 5＿ 公開していない  

口研究者名、受領内容を全て公開  日原則公開／一部省略する場合がある  

日研究者名を匿名化し公開  包講座等単位のみで公開  

日公開していない  ロ回答なし  

≡練物中  全  体 （n＝33）  

－  国公立医学部（n＝11）  

旺諾∃物   
私立医学部 （n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

∃物H  私立薬学部 （n＝8）  

25   



2．2．9 製薬企業からの奨学寄附金以外の資金の受領に際して、光熱水料などの間接経費を組織（大学、  

学部）へ割り当てるとする規程はありますか。（単一回答）  

□ 1、規程で明文化し、間接経費を徴収している  

ロ 2．明文化した規程はないが、間接経貴を徴収している  

ロ 3．間接経責を徴収していなし＼  

ロ規程で明文化し徴収  自明文規程はないが徴収している  
日間接経費を徴収していない  □回答なし  

全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

・   私立薬学部 （n＝8）  

26   



2．2．10 製薬企業からの奨学寄附金以外の資金の受領に際して、光熱水料などの間接経費の割り当て  

率（金額により異なる場合は最も多いもの）をお答え下さい。（1％以下は切り上げ）（単一回答）  

□ 1．0％（間接経費無し）  

［コ 2．1～10％  

［］ 3．11～20％  

［］ 4．21～30％  

［］ 5．31～40％  

［］ 6．41・～50％  

□ 7．51％以上  

□0％  臼1～10％ 臼11～20％ 田21～30％ 田31～40％ 匝41～50％  

■51％以上 口回答なし  

全  体（n＝33）  

庚箋 国公立医学部（n＝11）  

私立医学部 （n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  

27   



（3）寄附講座開設について  

2．3．1製薬企業からの寄附講座開設時の経理方法（機関経理か否か）について、該当するものに「ソ」  

をつけてください。（単一回答）  

口 1．全て機関経理である  

□ 2．原則機関経理であるが、一部例外がある  

口 3．機関経理とそれ以外（直接研究者の口座に入金）が併存している  

ロ 4．機関経理は行わない  

8全て機関経理である  白原則機関経理  

臼機関経理とそれ以外が併存  臼機関経理は行わない  

□回答なし  

全  体  
l
′
 
 

n
 
 

（
 
 

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部 （n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部  

28   



2．3．2 製薬企業からの寄附講座開設時の使途の管理方法に係る規程の有無について、該当するものに  

「1ノ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．規程あり  

□ 2．規程なし  

ロ規程あり  臼規程なし  □回答なし  

・   磁■■  全  体（：n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

弄／、☆「有望喜代 「n＝ql  

－ 国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  

29   



2．3．3 製薬企業からの寄附講座開設時の費用に関し、個別の事例毎に企業名、金額及び受取人が対応  

づけられる形で書類上管理されているか否かについて、該当するものに「ソ」をつけてください。（単  

一回答）  

ロ 1．個別事例毎に企業名、金額及び受取人が対応できる形で管理されている  

□ 2．管理されていない  

ロ個別事例ごとに管理されている 日管理されていない 口回答なし  

全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  

30   



2．3．4 製薬企業からの寄附講座開設時の費用の受領に関し、企業名、金額及び受取人に関する情報の  

公表の取扱いについて、該当するものに「リ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．学部内（学内）・学外問わず全て（「企業名、金額及び受取人」のことを指す。以下2．3．4において  

同じ。）公表している  

□ 2．学部内（学内）のみ全て公表しているが、情報公開請求があれば全て公表する  

ロ 3．学部内（学内）・学外とも全ては公表していないが、情報公開請求があれば全て公表する  

□ 4．情報公開請求があっても全ては公表していない  

ロ学部内外問わず全て公表  
日学部内のみ全て公表／公開請求があれば全て公表  

日学部内外とも全ては公表していない／公開請求があれば全て公表  
田情報公開請求があっても全ては公表しない  
ロ回答なし  

憂物麗無⊥－■  全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

＝L＿＿＿⊥ 私立薬学部（n＝8）  

31   



2．3．5 2．3．4で1．又は2．にチェックをされた方のみにお伺いします   

企業名、金額及び受取人に関する情報の学部内（学内）への公表の方法について、該当するものに「γ」  

をつけてください。（複数回答可）  

□ 1．学内で書類の閲覧が可能  

ロ 2．学内掲示版等に書面で掲示  

口 3．学内で書類を回覧  

□ 4．学内イントラネット、学内ページ（パスワード管理など）で学内向けに公表  

口 5．学内の会議で周知  

□ 6．広報文書、広報誌で周知  

口 7．インターネットで学内外に公表  

0  1  2  3  4  

学内で書類の閲覧が可能  

学内掲示板等に書面で掲示  

学内で書類を回覧  

学内ページで学内向けに公表  

学内の会議で周知  

広報文書、広報誌で周知  

インターネットで学内外に公表  

回答なし  

32   



2．3．6 2．3．4で1．  にチェックをされた方のみにお伺いします  

企業名、金額及び受取人に関する情報の学外への公表の方法について、該当するものに「γ」をつけ  

てください。（複数回答可）  

□ 1＿ 学内で書類の閲覧が可能  

□ 2．学内掲示版等に書面で掲示  

□ 3．広報文書、広報誌で周知  

□ 4＿ インターネットで公表  

□ 5．経理書類として公表  

1  2  3  

学内で書類の閲覧が可能  

学内掲示板等に書面で掲示  

広報文書、広報誌で周知  

インターネットで学内外に公表  

経理書面として公表  

回答なし  

33   



2．3．7 製薬企業からの寄附講座開設時の糞用の受領に関し、拠出側情報（企業名および各企業からの  

金額）の情報公開請求時の公開方法について、該当するものに「y」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．企業名および各企業からの金額を全て公開している  

□ 2．企業名を伏せて企業毎の金額を公開している  

□ 3．総客員のみを公表している  

□ 4．企業名を示すが、企業毎の金額は公開していない  

□ 5．企業名、金額ともに公開していない  

臼企業名を匿名化して金額を公開  

日企業名を示すが、個別金額は非公開  

口回答なし  

口企業名、金額全て公開  

日総額のみを公表  

日企業名、金額とも非公開  

弧 全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  

34  
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2．3．8 製薬企業からの寄附講座開設時の費用の受領に関し、受け取り側情報（講座名、研究代表者名  

等）の情報公開請求時の公開方法について、該当するものに「ソ」をつけてください。（単一回答）  

ロ 1＿ 代表研究者名及び受領額を全て公開している  

口 2．原則として公開するが、少額の場合など、一部省略する場合がある  

口 3．講座名又は代表研究者名を公開し、金額は公開していない  

□ 4．公開していない  

ロ研究者名、受領内容を全て公開  白原則公開／一部省略する場合がある  

日講座または研究者のみで金額は非公開四公開していない  

口回答なし  

全  休（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部 （n＝9）  

匪巨 
国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部 （n＝8）  

35   



2．3．9 製薬企業からの寄附講座開設時の費用の受領に際して、光熱水料などの間接経費を組織（大学、  

学部）へ割り当てるとする規程はありますか。（単一回答）  

ロ1．規程で明文化し、間接経費を徴収している  

口 2，明文化した規程はないが、間接経費を徴収している  

□ 3．間接経費を徴収していない  

程  日明文規  巳規程で明文化し徴収  
区間接経費を徴収していない  □回答なし  

－‾  全  体（n＝33）  

－－   国公立医学部（n＝11）  

私立医学部 （n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

・   私立薬学部（n＝8）  

閣   【
 



2・3・10 製薬企業からの寄附講座開設時の費用の受領に際して、光熱水料などの間接経費の割り当て  

率（金額により異なる場合は最も多いもの）をお答え下さい。（1％以下は切り上げ）（単一回答）  

□ 1．0％（間接経費無し）  

□ 2．1～10％  

［コ 3．11′・一20％  

ロ 4．21～30％  

⊂】 5．31～40％  

ロ 6．41～50％  

□ 7．51％以上  

DO％  ヨ1～10％ 田11～20％ 口21～30％ 臼31～40％ 同41～50％  

■51％以上 D回答なし  

全  体（n＝33）  

紆3 国公立医学部（n＝11）  

潅 虐 私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  

う7   



（4）研究費を伴う研究生等受入れについて  

2．4．1製薬企業からの研究糞を伴う研究生等受入れ時の研究費の経理方法（機関経理か否か）につい  

て、該当するものに「γ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．全て機関経理である  

□ 2．原則機関経理であるが、一部例外がある  

□ 3．機関経理とそれ以外（直接研究者の口座に入金）が併存している  

□ 4．機関経理は行っていない  

□全て機関経理である  日原則機関経理  

臼機関経理とそれ以外が併存  ヨ機関経理は行っていない  

□回答なし  

全  体 （n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  

38   



2．4．2 製薬企業からの研究費を伴う研究生等受入れ時の研究費の管理方法に係る規程の有無につい  

て、該当するものに「レ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．規程あり  

□ 2．規程なし  

口規程あり  臼規程なし  ロ回答なし  

全  休 （n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部 （n＝9）  

至、＿＿二、＿＿、＿＿＿＿、＿、＿  国公立薬学部（n＝5）  

・  私立薬学部 （n＝8）  

39   



2．4．3 製薬企業からの研究費を伴う研究生等受入れ時の研究費に関し、個別の事例毎に企業名、金額  

及び受取人が対応づけられる形で書類上管理されているか否かについて、該当するものに「リ」をつ  

けてください。（単一回答）  

□1．個別事例毎に企業名、金額及び受取人が対応できる形で管理されている  

□ 2．管理されていない  

臼個別事例ごとに管理されている 日管理されていない ロ回答なし  

全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  

40   



2．4．4 製薬企業からの研究費を伴う研究生等受入れ時の研究費の受領に関し、企業名、金額及び  

受取人に関する情報の公表の取扱いについて、該当するものに「ソ」をつけてください。（単一回  

答）  

口1．学部内（学内）・学外問わず全て（「企業名、金額及び受取人」のことを指す。以下2．4．4にお  

いて同じ。）公表している  

□ 2．学部内（学内）のみ全て公表しているが、情報公開請求があれば全て公表する  

□ 3＿ 学部内（学内）・学外とも全ては公表していないが、情報公開請求があれば全て公表する  

□ 4．情報公開請求があっても全ては公表していない  

ロ学部内外問わず全て公表  

日学部内のみ全て公表／公開請求があれば全て公表  

国学部内外とも全ては公表していない／公開請求があれば全て公表  
日情報公開請求があっても全ては公表しない  
口回答なし  

全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部 （n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  

41   



2．4．5 2．4．4で1．又は2．にチェックをされた方のみにお伺いします   

企業名、金額及び受取人に関する情報の学部内（学内）への公表の方法について、該当するものに「リ」  

をつけてください。（複数回答可）  

□ 1．学内で書類の閲覧が可能  

□ 2．学内掲示版等に書面で掲示  

□ 3．学内で書類を回覧  

□ 4．学内イントラネット、学内ページ（パスワード管理など）で学内向けに公表  

□ 5．学内の会議で周知  

□ 6．広報文書、広報誌で周知  

ロ・7．インターネットで学内外に公表  

0  1  2  3  

学内で書類の閲覧が可能  

学内掲示板等に書面で掲示  

学内で書類を回覧  

学内ページで学内向けに公表  

学内の会議で周知  

広報文書、広報誌で周知  

インターネットで学内外に公表  

回答なし  

42  



2．4．7 製薬企業からの研究費を伴う研究生等受入れ時の研究費の受領に関し、拠出側情報（企業名お  

よび各企業からの金額）の情報公開請求時の公開方法について、該当するものに「リ」をつけてくだ  

さい。（単一回答）  

口 1＿ 企業名および各企業からの金額を全て公開している  

□ 2．原則として公開するが、少額の場合など、一部省略する場合がある  

口 3．企業名を匿名化して企業毎の金額を公開している  

□ 4．総額のみを公表している  

□ 5．企業名を示すが、企業毎の金額は公開していない  

口 6．企業名、金額ともに公開していない  

□企業名、金額全て公開  

団企業名を匿名化して金額を公開  

田企業名を示すが、個別金額は非公開  

□回答なし  

日原則公開／一部省略する場合がある  

日総額のみを公表  

四企業名、金額とも非公開  

全  体 （rl＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

…  国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部  （n＝8）  
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2．4．8 製薬企業からの研究費を伴う研究生等受入れ時の研究費の受領に閲し、受け取り側情報（講座  

名、研究者名）の情報公開請求時の公開方法について、該当するものに「リ」をつけてください。（単  

一回答）  

口 1．研究者名及び受領内容を全て公開している  

ロ 2．原則として公開するが、少額の場合など、一部省略する場合がある  

□ 3．研究者名を匿名化して受領内容を公開している  

口 4．講座等の単位のみで公開し、研究者毎の情報は公開していない  

口 5．公開していない  

ロ研究者名、受領内容を全て公開  日原則公開／一部省略する場合がある  

日研究者名を匿名化して公開  日講座等単位のみで公開  

日公開していない  □回答なし  

∃拝殿  ト 全  体 （n＝33）  

63. 6 国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  
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2・4．9 製薬企業からの研究費を伴う研究生等受入れ時の研究費の受領に際して、光熱水料などの間接  

経費を組織（大学、学部）へ割り当てるとする規程はありますか。（単一回答）  

口 1．規程で明文化し、間接経費を徴収している  

ロ 2．明文化した規程はないが、間接経費を徴収している  

口 3．間接経費を徴収していない  

□規程で明文化し徴収  日明文規程はないが徴収している  
日間接経費を徴収していない  □回答なし  

全  体（n＝33）  

＝ヨ ー…  
国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

潮巨 ⇒杉物  国公立薬学部（n＝5）  

州巨∃物 ト 
私立薬学部（n＝8）  
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2．4．10 製薬企業からの研究費を伴う研究生等受入れ時の研究費の受領に際して、光熱水料などの間  

接経真の割り当て率（金額により異なる場合は最も多いもの）をお答え下さい。（1％以下は切り上げ）  

（単一回答）  

口 1．0％（間接経責無し）  

ロ 2．1～10％  

□ 3．11～20％  

□ 4．21～30％  

［］ 5．31～40％  

口 6．41～50％  

□ 7．51％以上  

ロ0％  白1～10％ 田11～20％ 口21～30％ 田31～40％ 臼41～50％  

コ51％以上 口回答なし  

弧3 全  体 （n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

萱 
私立医学部 （n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  
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（5）研究費を伴わない研究生等受入れについて  

2．5．1製薬企業からの研究費を伴わない研究生等受入れに係る規程の有無について、該当するものに  

「1ノ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．規程あり  

□ 2．規程なし  

＿ ＿＿ ＿＿＿ ＿ ▲ ＿＿ ＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿ － －－ ■  ←－＿ ▼ －－－ －－ －－ －－ － －－－一一 － － －－ 一一－－－－－－ －－ －－－－－－ －－ 一 － － －－－一－－－ －－ －－一 一－－－－－ － －－一 一－－－ －－－－－－－－ －－－－－ －－－－ －‾  

口規程あり  田規程なし  ロ回答なし  

全  体 （n＝33）  

国公立医学部（：n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  
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2．5．2 製薬企業からの研究費を伴わない研究生等受入れに関し、個別の事例毎に企業名、研究生人数  

及び受入先講座が対応づけられる形で書類上管理されているか否かについて、該当するものに「リ」  

をつけてください。（単一回答）  

□ 1．個別事例毎に企業名、研究生人数及び受入先講座が対応できる形で管理されている  

□ 2．管理されていない  

臼個別事例ごとに管理されている 囚管理されていない □回答なし  

ニ
 
 

n
 
 
 

体
 
 

全
 
 

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  

48  

リ   



2．5．3 製薬企業からの研究責を伴わない研究生等受入れに閲し、企業名、研究生人数及び受入先講座  

に関する情報の公表の取扱いについて、該当するものに「リ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．学部内（学内）・学外問わず全て（「企業名、研究生人数及び受入先講座」のことを指す。以下2．5＿3  

において同じ。」公表している  

□ 2，学部内（学内）のみ全て公表しているが、情報公開請求があれば全て公表する  

□ 3．学部内（学内）・学外とも全ては公表していないが、情報公開請求があれば全て公表する  

□ 4．情報公開請求があっても全ては公表していない  

ロ学部内外問わず全て公表  

日学部内のみ全て公表／公開請求があれば全て公表  

日学部内外とも全ては公表していない／公開請求があれば全て公表  
日情報公開請求があっても全ては公表しない  
□回答なし  

・ 全  体（n＝33）  

二千「  
国公立医学部（コ＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  
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2息4 2．5．3で1．又は2．にチェックをされた方のみにお伺いします   

企業名、研究生人数及び受入先講座名に関する情報の学部内（学内）への公表の方法について、該当  

するものに「γ」をつけてください。（複数回答可）  

□ 1．学内で書類の閲覧が可能  

□ 2．学内掲示版等に書面で掲示  

口 3．学内で書類を回覧  

ロ 4．学内イントラネット、学内ページ（パスワード管理など）で学内向けに公表  

口 5．学内の会議で周知  

□ 6．広報文書、広報誌で周知  

□ 7．インターネットで学内外に公表  

0  1  2  3  4  

学内で書類の閲覧が可能  

学内掲示板等に書面で掲示  

学内で書類を回覧  

学内ページで学内向けに公表  

学内の会議で周知  

広報文書、広報誌で周知  

インターネットで学内外に公表  

回答なし  
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2．5．6 製薬企業からの研究費を伴わない研究生等受入れに関し、拠出側情報（企業名および研究生名）  

の情報公開請求時の公開方法について、該当する・ものに「1ノ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．企業名および研究生人数を全て公開している  

ロ 2．企業名のみを公開している  

□ 3．研究生人数のみを公開している  

□ 4．企業名、研究生人数ともに公開していない  

臼企業名、研究生人数を全て公開  巳企業名のみ公開  

日研究生人数のみ公開  日企業名、研究生人数とも非公開  

□回答なし  

－ 全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  
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2・5・7 製薬企業からの研究費を伴わない研究生等受入れ時に関し、受け取り側情報（受入先講座名）  

の情報公開請求時の公開方法について、該当するものに「y」をつけてください。（単一回答）  

口 1．公開している  

ロ 2．公開していない  

ロ公開している  臼公開していない  口回答なし  

；一丁 全  体（n＝33）  

国公立医学部（n＝11）  

私立医学部（n＝9）  

・・ 国公立薬学部（n＝5）  

倣  
私立薬学部（n＝8）  
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Ⅱ－3．組織的利益相反にかかる各種バイアスを防ぐための手法  

このアンケートでは「寄附金等」は、「寄附金（不動産、動産、奨学寄附金を含む）、  

治験や共同研究・受託研究に係る研究契約金」を指します。  

「組織的利益相反」とは、組織（学部、大学）に対して寄附等がなされた場合、ある  

いは、そこに所属する他の研究者が寄附等を受けた場合に、研究者が直接又は間接的  

に利益を受けたと感じ、各種判断にバイアスを生じうる状態を指します。  

3．1．1製薬企業から寄附金等を受けた場合の「組織的利益相反」による各種判断へのバイアスを防ぐ  

ための手法として、該当するものに「ソ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．規程等により、判断にバイアスを生じないよう周知  

□ 2．明文化した規程はないが、判断にバイアスを生じないよう周知  

口 3．特に対応していない  

臼規程等により周知  日明文規程なし／生じないよう周知  
臼特に対応していない  口回答なし  

…匡璽物勿H  全  体（n＝33）  

中郷中  
国公立医学部（n＝11）  

∃∵  私立医学部（n＝9）  

、 

－ 

…÷ 

国公立薬学部（n＝5）  

私立薬学部（n＝8）  
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Ⅱ．教授  
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調査の概要  

1．調査の目的  

現状の把握のため、寄付金・契約金等の会計処理方法を含めた実態の把握及び組織に対する利   

益相反への考え方について、全国の医学・薬学部（研究科）に所属する教授に対して、別添の   

アンケート調査を実施したもの。  

2．調査項目  

① 大学に関する基本情報  

② 奨学寄附金、研究契約金の受領に関する事項について  

③ 学部内関係者、大学等への寄附金等の受領に関する認知の有無  

④ 学部内関係者、大学等への大学関係者の寄附金等の各種判断へのバイアスの有熱こ関す  

る考え方  

⑤ 寄附金等およびコンサルタント料等の個人的な報酬について  

3／調査対象  

学部調査対象43大学の教授各5名の計215名。抽出にあたっては、当該調査に関係が深い  

と思われる臨床系講座の教授を対象とした。  

4＿調査時期  

2008年8月26日～9月16日  

5．調査方法  

調査票（自記式／無記名）を用いた郵送調査  

6．回収結果   

112通（有効回答率52．1％）  
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Ⅱ－t大学に関する基本情報  

御所属の大学、学部についてお尋ねします。   

（1）所属の学部  

1．1御所属の学部について、該当するものに「γ」を付けてください。（単一回答）  

□ 1．医学部（研究科）  

□ 2．薬学部（研究科）  

ロ医学部回薬学部  

（2）所属の大学の種類  

1．2 御所属の大学の種類について、該当するもの1つに「乙／」を付けてください。（単一回答）  

□ 1．国立大学法人  

口 2．公立大学又は公立大学法人  

□ 3．学校法人（私立大学）  

ロ国立大学法人四公立大学又は公立大学法人国学校法人  
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Ⅱ－2．寄附金と研究契約金の受領に関する事項について  

（1）奨学寄附金について  

2・1・1製薬企業からの奨学寄附金の経理方法（機関経理か否か）について、該当するものに「リ」を  

つけてください。（単一回答）  

□ 1．全て機関経理である  

□ 2．原則機関経理であるが、一部例外がある  

口 3．機関経理とそれ以外（直接個人の口座に入金）が併存している  

□ 4．機関経理は行っていない  

□全て機関経理  E原則機関経理（－一部例外）  
田機関経理とそれ以外が併存  阻機関経理は行っていない  
□回答なし  

全  体（n＝＝112）  

国公立医学部（n＝39）  

私立医学部（】1＝29）  

＝  

国公立薬学部（】1＝18）  

私立薬学部 （n＝26）  
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2．1．2 製薬企業からの奨学寄附金の使途の管理方法に係る規程の有無について、該当するものに「zノ」  

をつけてください。（単一回答）  

口 1．規程あり  

□ 2．規程なし  

E規程あり  臼規程なし  ロ回答なし  

＼  

全  体（n＝112）  

国公立医学部（n＝39）  

私立医学部（n＝29）  

国公立薬学部（n＝18）  

・・   私立薬学部（n＝26）  
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（2）奨学寄附金以外の企業からの資金について  

2・2．1製薬企業からの奨学寄附金以外の資金の経理方法（機関経理か否か）について、該当するもの  

に「リ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．全て機関経理である  

□ 2．原則機関経理であるが、一部例外がある  

□ 3．機関経理とそれ以外（直接個人の口座に入金）が併存している  

ロ 4．機関経理は行っていない  

B全て機関経理  日原則機関経理（一部例外）  
臼機関経理とそれ以外が併存  臼機関経理は行っていない  
□回答なし  

全  体（n＝112）  

国公立医学部（n＝39）  

私立医学部（n＝29）  

国公立薬学部（n＝18）  

私立薬学部（n＝26）  
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2．2．2 製薬企業からの奨学寄附金以外の資金の使途の管理方法に係る規程の有無について、該当する  

ものに「γ」をつけてください。（単一回答）  

口 1．規程あり  

□ 2．規程なし  

B規程あり  囚規程なし  □回答なし  

全  体（n＝112）  

国公立医学部（n＝39）  

私立医学部（n＝29）  

国公立薬学部（n＝18）  

私立薬学部（n＝26）  
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Ⅱ－3．学部内関係者の寄附金等の受領に関する認知の有無   

このアンケートでは「寄附金等」は、「寄附金（不動産、動産、奨学寄附金を含む）、  

治験や共同研究t受託研究に係る研究契約金」を指します。  

「奨学寄附金」は、「製薬企業から教育研究の奨励を目的として大学等に寄附される  

もの」を指します。  

3．1．1貴講座内の関係者（准教授一助教など）の奨学寄附金（製薬企業から教育研究の奨励を目的と  

して大学等に寄附されるもの）の受領に関して、把握していますか。該当するものに「y」をつけて  

ください。（単一回答）  

ロ 1＿ 全て把握している  

□ 2．概ね把握している  

□ 3．一部把握している  

□ 4．把握していない  

ロ全て把握 日概ね把握 囚一－－一部把握 郎巴握していない ロ回答なし  

全  体（n＝112）  

国公立医学部（n＝39）  

私立医学部 （n＝29）  

国公立薬学部（rl＝18）  

私立薬学部（n＝26）  
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3．1．2 上記について把握している場合、どのようにしてお知りになりましたか。該当するものに「γ」  

をつけてください。（複数回答可）  

□ 1．直接報告を受けた（義務）  

□ 2．直接報告を受けた（任意）  

□ 3．経理担当者（講座内）からの連絡  

□ 4．経理担当者（学部等事務局）からの連絡  

口 5．学部内会議・報告書に記載  

口 6．広報資料、大学ホームページに記載  

口 7．インターネット、報道等の外部情報  

□ 8．寄附等をした製薬企業担当者からの連絡  

□ 9．上記外の関係者からの伝聞  

ロ全休（n＝106）  

臼国公立医学部（n＝36）  

田私立医学部（n＝28）  

四国公立薬学部（n＝17）  

旺私立薬学部（n＝25）  
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3．1．3 貴講座内の関係者（准教授・助教など）の奨学寄附金以外の企業からの資金（不動産・動産を  

含む奨学寄附金以外の寄附金、治験や共同研究1受託研究に係る研究契約金）の受領に関して、把握  

していますか。該当するものに「ソ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．全て把握している  

□ 2．概ね把握している  

□ 3．一部把握している  

ロ 4．把握していない  

口全て把握 口概ね把握 匠仁一部把握 田把握していない ロ回答なし  

全  休 （n＝112）  

1   匡 国公立医学部（rl＝39）  

嚢 私立医学部 （n＝29）  

国公立薬学部（rl＝18）  

私立薬学部（rl＝26）  
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3．1．4 上記について把握している場合、どのようにしてお知りになりましたか。該当するものに「z／」  

をつけてください。（複数回答可）  

□ 1．直接報告を受けた（義務）  

□ 2．直接報告を受けた（任意）  

□ 3．経理担当者（講座内）からの連絡  

□ 4．経理担当者（学部等事務局）からの連絡  

□ 5．学部内会議・報告書に記載  

□ 6．広報資料、大学ホームページに記載  

ロ 7．インターネット、報道等の外部情報  

口 8．寄附等をした製薬企業担当者からの連絡  

□ 9．上記以外の関係者からの伝聞  

ロ全体（n＝99）  
ロ国公立医学部（n＝34）  

田私立医学部（n＝26）  

四国公立薬学部（n＝14）  

旺私立薬学部（n＝25）  

私立薬学部（n＝25）  52．0    36．0  20．0  20．0   12．0   4．0  0．0  8．0    0．0  0．0   
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3・1－5 貴講座以外の関係者（同一学部の教員）の奨学寄附金の受領に関して、把握していますか。該  

当するものに「γ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．全て把握している  

□ 2．概ね把握している  

□ 3．一部把握している  

□ 4．把握していない  

ロ全て把握 日概ね把握 四－一部把握 郎巴握していない 口回答なし  

全  体（n＝112）  

国公立医学部（n＝39）  

白物障章隼嵩癖司  私立医学部（n＝29）  

国公立薬学部（n＝18）  

23．1   私立薬学部 （n＝26）  
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3．1．6 上記について把握している場合、どのようにしてお知りになりましたか。該当するものに「リ」  

をつけてください。（複数回答可）  

口 1．直接聞いた  

口 2．経理担当者（学部等事務局）からの連絡  

口 3．学部内会議・報告書に記載  

□ 4．広報資料、大学ホームページに記載  

□ 5．インターネット、報道等の外部情報  

□ 6．寄附等をした製薬企業担当者からの連絡  

□ 7．上記外の関係者からの伝聞  

□全体（n＝49）  
臼国公立医学部（n＝19）  

田私立医学部（n＝7）  

B国公立薬学部（n＝15）  

山私立薬学部（n＝8）  
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3．1．7 貴講座以外の関係者（同一学部の教員）の奨学寄附金以外の企業からの資金の受領に関して、  

把握していますが。該当するものに「リ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．全て把握している  

□ 2．概ね把握している  

□ 3．一部把握している  

□ 4．把握していない  

ロ全て把握 白概ね把握 田一部把握 田把握していない ロ回答なし  

安    67．0   全  体（n＝112）  

国公立医学部（rl＝39）  

私立医学部 （rl＝29）  

j ＝一 室 二、Il‾l、  国公立薬学部（n＝18）  

私立薬学部（rl＝26）  
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3．1．8 上記について把握している場合、どのようにしてお知りになりましたか。該当するものに「γ」  

をつけてください。（複数回答可）  

ロ 1．直接聞いた  

□ 2．経理担当者（学部等事務局）からの連絡  

□ 3．学部内会議▲報告書に記載  

□ 4．広報資料、大学ホームページに記載  

ロ 5．インターネット、報道等の外部情報  

口 6．寄附等をした製薬企業担当者からの連絡  

□ 7．それ以外の関係者からの伝聞  

ロ全体（n＝36）  

臼国公立医学部（n＝15）  

田私立医学部（n＝4）  

田園公立薬学部（n＝11）  

皿私立薬学部（n＝6）  
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3・1・9 ご所属の学部に対する寄附金等の受領に関して、把握していますか。該当するものに「γ」を  

つけてください。（単一回答）  

□ 1．全て把握している  

□ 2．概ね把握している  

□ 3．一部把握している  

□ 4．把握していない  

ロ全て把握 白概ね把握 辺＝一一部把握 国手巴握していない □回答なし  

全  体（n＝112）  

テー・二ニ守 一 董 ＿＿＿＿＿、、‥＿＿・  ヨ公立医学部（n＝39）  

三∴l㌻…   － ＿＿＿＿……．‥  私立医学部 （n＝29）  

国公立薬学部（n＝18）  

私立薬学部（n＝26）  
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3．1．10 上記について把握している場合、どのようにしてお知りになりましたか。該当するものに「リ」  

をつけてください。（複数回答可）  

□ 1．経理担当者（学部等事務局）からの連絡  

ロ 2．学部内会議・学部内報告書に記載  

□ 3．広報資料、大学ホームページに記載  

□ 4．インターネット、報道等の外部情報  

□ 5．寄附等をした製薬企業担当者からの連絡  

口 6．それ以外の関係者からの伝聞  

ロ全体（n＝52）  

ロ国公立医学部（n＝26）  

田私立医学部（n＝7）  

四国公立薬学部（n＝12）  

田私立薬学部（n＝7）  
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3．1，11ご所属の大学全体に対する寄附金等の受領（記念事業への協賛、建物の寄贈など）に関して、  

把握していますか。該当するものに「7／」をつけてください。（単一回答）  

ロ 1．全て把握している  

ロ 2．概ね把握している  

□ 3．一部把握している  

ロ 4．把握していない  

□全て把握 日概ね把握 臼一部把握 臼把握していない □回答なし  

全  体（n＝112）  

2．7  0．9  

国公立医学部（n＝39）  

書垂琢盛細粒  
私立医学部（n＝29）  

国公立薬学部（n＝18）  

私立薬学部（n＝26）  
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3．1．12 上記について把握している場合、どのようにしてお知りになりましたか。該当するものに「リ」  

をつけてください。（複数回答可）  

口 1．経理担当者（学部、大学等事務局）からの連絡  

口 2．学内会議・学内報告書に記載  

□ 3．広報資料、大学ホームページに記載  

ロ 4．インターネット、報道等の外部情報  

口 5．寄附等をした製薬企業担当者からの連絡  

□ 6．関係者からの伝聞  

□全体（n＝50）  

ロ国公立医学部（n＝20）  

田私立医学部（n＝12）  

四国公立薬学部（n＝9）  

口私立薬学部（n＝9）  
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Ⅱ－4．大学関係者の寄附金等の各種判断へのバイアスの有無に関  
する考え方  

大学内関係者が製薬企業より寄附金等を受け取っている場合に、それを気にかけて各  

種判断に寄附等を行った企業が有利になるようなバイアスがかかるか否かについて  

お伺いします。なお、前述のとおり、寄附金等は「寄附金（不動産、動産、奨学寄附  

金を含む）、治験や共同研究・受託研究に係る研究契約金）」を指します。  

4．1．1先生ご自身が製薬企業より奨学寄附金を受け取っている場合、各種判断にバイアスが生じます  

か。該当するものに「リ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．非常にバイアスが生じる  

□ 2．バイアスが生じる  

□ 3．ややバイアスが生じる  

□ 4．バイアスは生じない  

□ 5．分からない  

□ 6．むしろ厳しく評価する  

□非常にハヾィァスが生じる 臼ノ＼ヾィァスが生じる  □ややハ～ィァスが生じる  

田ハヾィァスは生じない  □分からない  臼むしろ厳しく評価する  
ロ回答なし  

嚢達  全  体（n＝112）  

重義  
国公立医学部（n＝39）  

2・6  2．5   

‾     垂濡  
私立医学部（n＝29）  

3・4  3．4  

屯‾ ．・   国公立薬学部（n＝18）  

私立薬学部（n＝26）  

3．8 3．8  
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4．1．2 講座内関係者（准教授、助教など）が製薬企業より奨学寄附金を受け取っていることを把握し  

た場合、各種判断に／〈イアスが生じますか。該当するものに「γ」をつけてください。（単一回答）  

口 1．非常にバイアスが生じる  

□ 2．バイアスが生じる  

口 3．ややバイアスが生じる  

ロ 4．バイアスは生じない  

□ 5．分からない  

□ 6．むしろ厳しく評価する  

■非常にハ～ィァスが生じる 臼ハ～ィァスが生じる  ロややハ～ィァスが生じる  

田ハヾイアスは生じない  日分からない  臼むしろ厳しく評価する  
□回答なし  

・ l、‾董   －  …＿＿＿≡二、三・＿＿  全  体（n＝112）  

国公立医学部（n＝39）  

私立医学部（n＝29）  

国公立薬学部（n＝18）  

私立薬学部（n＝26）  
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4・1・3 先生ご自身が製薬企業より奨学寄附金以外の企業からの資金（不動産・動産を含む奨学寄  

附金以外の寄附金、治験や共同研究・受託研究に係る研究契約金）を受け取っている場合、各種  

判断にバイアスが生じますか。該当するものに「‡／」をつけてください。（単一回答）  

□ 1＿ 非常にバイアスが生じる  

□ 2．バイアスが生じる  

□ 3．ややバイアスが生じる  

ロ 4．バイアスは生じない  

ロ 5．分からない  

□ 6．むしろ厳しく評価する  

口非常にハナィァスが生じる  田ハ～ィァスが生じる  □ややハヾィァスが生じる  
田ハナィァスは生じない  自分からない  田むしろ厳しく評価する  
ロ回答なし  

一  土＿ 、l二…  全  体（n＝112）  

重義  
国公立医学部（n＝39）  

ll二・」＿＿＿＿＿⊥主  私立医学部（n＝29）  

国公立薬学部（n＝18）  

私立薬学部（n＝26）  
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4．1．4 講座内関係者（准教授、助教など）が製薬企業より奨学寄附金以外の企業からの資金（不動産・  

動産を含む奨学寄附金以外の寄附金、治験や共同研究・受託研究に係る研究契約金）を受け取ってい  

ることを把握した場合、各種判断にバイアスが生じますか0該当するものに「ソ」をつけてください0  

（単一回答）  

ロ 1．非常にバイアスが生じる  

ロ 2．バイアスが生じる  

□ 3．ややバイアスが生じる  

□ 4．バイアスは生じない  

口 5．分からない  

□ 6．むしろ厳しく評価する  

□ややハ÷げスが生じる  田ハ予イアスが生じる   ロ非常に／、÷ィァスが生じる  

四ハ÷イアスは生じない  巳分からない  臼むしろ厳しく評価する  

ロ回答なし  

全  体（n＝112）  

2．7  4・5 4・5  

国公立医学部（n＝39）  

‥   －i   巨「耳  私立医学部  
）
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2
 
 

ニ
 
 

n
 
 

（
 
 

国公立薬学部（n＝18）  

私立薬学部（n＝26）  
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4・1・5 講座外関係者（同一学部）が製薬企業より奨学寄附金を受け取っていることを把握した場合、  

各種判断にバイアスが生じますか。該当するものに「γ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．非常にバイアスが生じる  

□ 2．バイアスが生じる  

□ 3．ややバイアスが生じる  

口 4．バイアスは生じない  

□ 5．分からない  

□ 6．むしろ厳しく評価する  

巾非常にハ～ィァスが生じる  田ハ√ィァスが生じる  ロややハヾィァスが生じる  
四ハナィァスは生じない  ヨ分からない  臼むしろ厳しく評価する  
ロ回答なし  

華 全  体（n＝112）  

1．8  3．6  

、Il     ト≡三」  国公立医学部（n＝39）  

私立医学部（n＝29）  

嚢  国公立薬学部（n＝18）  

私立薬学部（n＝26）  
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4．1．6 講座外関係者（同一学部）が製薬企業より奨学寄附金以外の企業からの資金を受け取っている  

ことを把握した場合、各種判断にバイアスが生じますか。該当するものに「リ」をつけてください。（単  

一回答）  

□ 1．非常にバイアスが生じる  

□ 2．バイアスが生じる  

□ 3．ややバイアスが生じる  

□ 4．バイアスは生じない  

□ 5．分からない  

口 6．むしろ厳しく評価する  

□非常にハ÷ィァスが生じる 田ハ÷ィァスが生じる  臼ややハヾィァスが生じる  

臼ハ十イアスは生じない  ヨ分からない  田むしろ厳しく評価する  
□回答なし  

一徹垂 
2
 
 

1
 
 

1
 
 二

 
 
 

n
 
 

′
し
 
 
 

体
 
 

全
 
 

吻匡≡∃田H  国公立医学部（n＝39）  

刷物芽＋劾巨 私立医学部（n＝29）  

国公立薬学部（n＝18）  

‥＿、＿＿＿、、＿＿、＿＿＿、＿、＿＿、＿＿二土  私立薬学部（n＝26）  
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4．1．7 所属学部が製薬企業より寄附金等を受け取っていることを把握した場合、各種判断にバイ  

アスが生じますか。該当するものに「γ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．非常にバイアスが生じる  

□ 2．バイアスが生じる  

口 3．ややバイアスが生じる  

□ 4．バイアスは生じない  

□ 5．分からない  

口 6．むしろ厳しく評価する  

ロややハ÷ィァスが生じる  町非常にハヾィァスが生じる 田ハ÷ィァスが生じる  

臼ハ■ィ7スは生じない  ロ分からない  田むしろ厳しく評価する  
□回答なし  

－  1  匡∃自  全  体（n＝112）  

Ⅰ 】  ・‾ 
国公立医学部（n＝39）  

私立医学部（n＝29）  

華■  国公立薬学部（n＝18）  

】  

私立薬学部（n＝26）  
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4．1．8 大学全体が製薬企業より寄附金等を受け取っていることを把握した場合、各種判断にバイアス  

が生じますか。該当するものに「1／」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．非常にバイアスが生じる  

□ 2．バイアスが生じる  

□ 3．ややバイアスが生じる  

□ 4．バイアスは生じない  

口 5．分からない  

□ 6．むしろ厳しく評価する  

■非常にハさィァスが生じる  臼ハ～ィァスが生じる  □ややハ÷ィァスが生じる  

四バイアスは生じない  ロ分からない  田むしろ厳しく評価する  

□回答なし  

全  体（n＝112）  

－…、、、＿、＿、＿＿、‥、＿＿＿∴‥＿＿＿＿＿、＿＿＝   国公立医学部（n＝39）  

私立医学部  
）
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2
 
 

n
 
 

／
－
．
．
＼
 
 

国公立薬学部（n＝18）  

桝吻匡 
私立薬学部（n＝26）  
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Ⅱ－5．寄附金等およびコンサルタント料等の個人的な報酬について  

企業毎に、直近の一年間（先生が集計しやすい区切り、例えば昨年度一年分でも結構  

です）に、榊れている寄附金等（寄附金（不動産、動産、奨学寄附金を  

含む）、治験や共同研究・受託研究に係る研究契約金））及びコンサルタント料等の個  

人的な報酬（コンサルタント料t指導料、特許権・特許権使用料・商標等による報酬、  

講演・原稿執華その他これに類する行為による報酬）些塵堕（以下「寄附金等総額」  

という。）唖社lこついて、ご回答をお願いします。なお、「先生が受け取られて  

いる寄附金等」には、助成金等で先生がいったん受け取られた後に大学に寄附を行っ  

たものも含めます。   

（1）企業からの寄附金等総綾について．  

5．1．1直近の一年間に一番多く寄附金等総額を受領された企業からの寄附金等総額をお答えくださ  

い。（一万円以下は切り上げ）（単一回答）  

ロ15，701万円～750万円   

ロ16．751万円～800万円   

ロ17．801万円～850万円   

口18．851万円一900万円   

ロ19．901万円～950万円   

ロ20．951万円～1000万円   

ロ21．1001万円以上   

口22＿ 受領実績無し  

D 8．351万円′・・■400万円   

□ 9．401万円～450万円   

ロ10＿ 451万円～500万円   

□11．501万円～550万円   

口12．551万円～600万円   

□13．601万円～650万円   

□14．651万円～700万円  

ロ 1． 50万円以下   

［コ 2． 51万円～100万円   

［コ 3．101万円～150万円   

［コ 4．151万円～200万円   

［コ 5．201万円～250万円   

［コ 6．251方円～300万円   

［］ 7．301万円～350万円  

四国公立医学部臼私立医学部  
四国公立薬学部皿私立薬学部  

私立医学部  8  10  つ  つ  0  ロ  l  ロ  0  l  0   0  0  0  0  0  0  0  0   ロ  0  つ  0   
国公立医学部  7  l  山  6  つ J  B  l  0  0  ロ  0   0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  7  つ   
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5．1．2 直近の一年間に2番目に多く寄附金等総額を受領された企業からの寄附金等総額をお答えくだ  

さい。（一万円以下は切り上げ）（単一回答）  

□ 1． 50万円以下   

□ 2． 51万円～100万円   

□ 3．101万円～150万円   

□ 4．151万円～200万円   

□ 5．201万円～250万円   

□ 6．251万円～300万円   

口 7．301万円～350万円  

ロ 8．351万円～400万円   

ロ 9．401万円～450万円   

□10．451万円～500万円   

□11．501万円～550万円   

□12．551万円～600万円   

［コ13．601万円～650万円   

□14．651万円～700万円  

口15．701万円～750万円   

□16．751万円～800万円   

□17．801万円～850万円   

□18．851万円～900万円   

□19．901万円～950万円   

□20．951万円～1000万円   

口21．1001万円以上   

口22．受領実績無し  

四国公立医学部口私立医学部  

四国公立薬学部山私立薬学部  

国公立薬学部  4  り  つ  u  0  0  0  l  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0   0  0  7  山   
私立医学部  13  7  り  u  0  2  0  0  0  0  0  0   0  0  0  ロ  0  0  0   0  0  3  0   
国公立医学部  8  7  6  3  ロ  ロ  0  0  0  u  0  0   0  0  0  0  0  0  0   0  0  9  由   
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5．1．3 直近の一年間に3番目に多く寄附金等総額を受領された企業からの寄附金等総額をお答えくだ  

さい。（一万円以下は切り上げ）（単一回答）  

口 1． 50万円以下   

ロ 2． 51万円～100万円   

□ 3．101万円～150万円   

□ 4．151万円～200万円   

口 5．201万円～250万円   

□ 6．251万円～300万円   

□ 7．301万円～350万円  

□ 8＿ 351万円～400万円   

□ 9＿ 401万円～450万円   

口10．451万円～500万円   

□11．501万円～550万円   

□12．551万円～600万円   

□13．601万円～650万円   

□14．651万円～700万円  

口15．701万円～750万円   

□16．751万円～800万円   

ロ17．801万円～850万円   

□18．851万円～900万円   

□19．901万円～950万円   

□20．951万円～1000万円   

口21．1001万円以上   

□22＿ 受領実績無し  

同国公立医学部コ私立医学部  

四国公立薬学部□私立薬学部  
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※以下の質問（2）～（4）においては、（1）でお答えいただいた企業からの寄附   

金等総額の内訳についてお伺いします。   

（2）企業からの寄附金等のうち奨学寄附金について  

5．2．1直近の一年間に一番多く寄附金等総額を受領された企業からの奨学寄附金の金額をお答えくだ  

さい。（一万円以下は切り上げ）（単一回答）  

□ 1． 50万円以下   

□ 2． 51万円～100万円   

□ 3．101万円～150万円   

□ 4．151万円～200万円   

□ 5．201万円～250万円   

口 6．251万円～300万円   

ロ 7．301万円～350万円  

□ 8．351万円～400万円   

□ 9．401万円～450万円  

□15．701万円～750万円   

□16．751万円～800万円   

□17．801万円～850万円   

□18．851万円～900万円   

□19．901万円～950万円   

□20．951万円～1000万円   

ロ21．1001万円以上   

□22．受領実績無し  

［］10．   

［］11．   

［］12．   

ロ13．   

口14．  

451万円～500万円   

501万円～550万円   

551万円～600万円   

601万円～650万円   

651万円～700万円  

田国公立医学部臼私立医学部  

四国公立薬学部口私立薬学部  
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5・2・2 直近の一年間に2番目に多く寄附金等総額を受領された企業からの奨学寄附全の金額をお答え  

ください。（一万円以下は切り上げ）（単一回答）  

□ 1． 50万円以下   

□ 2． 51万円～100万円   

□ 3．101万円～150万円   

□ 4．151万円～200万円   

□ 5．201万円～250万円   

□ 6．251万円～300万円   

□ 7．301万円～350万円  

□ 8．351万円～400万円   

□ 9．401万円～450万円   

□10，451万円～500万円   

□11．501万円～550万円   

□12．551万円～600万円   

□13．601万円～650万円   

口14．651万円～700万円  

□15．701万円～750万円   

口16．7与．1万円～800万円   

□17．801万円～850万円   

□18．851万円～900万円   

□19．901万円～950万円   

□20．951万円～1000万円   

□21．1001万円以上   

□22．受領実績無し  

四国公立薬学部口私立薬学部  
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5．2．3 直近の一年間に3番目に多く寄附金等総額を受領された企業からの奨学寄附金の金額をお答え  

ください。（一万円以下は切り上げ）（単一回答）  

ロ 1． 50万円以下   

□ 2． 51万円～100万円   

口 3．101万円～150万円   

□ 4．151万円～200万円   

口 5．201万円～250万円   

□ 6．251万円～300万円   

口 7．301万円～350万円  

□ 8．351万円～400万円   

□ 9．401万円～450万円   

口10．451万円～500万円   

□11．501万円～550万円   

□12．551万円～600万円   

ロ13．601万円～650万円   

□14．651万円～700万円  

□15．701万円～750万円   

□16．751万円～800万円   

□17．801万円～850万円   

口18．851万円～900万円   

□19．901万円～950万円   

ロ20．951万円～1000万円   

□21．1001万円以上   

□22．受領実績無し  

四国公立医学部口私立医学部  

臼国公立薬学部Ⅲ私立薬学部  
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（3）企業からの奨学寄附金以外の資金について  

5t3・1直近の一年間に一番多く寄附金等総額を受領された企業からの奨学寄附金以外の資金の総額を  

お答え〈ださい。（一万円以下は切り上げ）（単一回答）  

□ 1． 50万円以下   

□ 2， 51万円～100万円  

□ 3．101万円～150万円  

□ 4．151万円～200万円  

□ 5．201万円～250万円  

□ 6．251万円～300万円   

□ 7．301万円～350万円  

□ 8．351万円～400万円   

□ 9．401万円～450万円   

□10．451万円～500万円   

ロ11．501万円～550万円   

□12．551万円～600万円   

□13．601万円～650万円   

□14．651万円～700万円  

□15．701万円～750万円   

□16．751万円～800万円   

□17．801万円～850万円   

□18．851万円～900万円   

□19．901万円～950万円   

ロ20．951万円～1000万円   

D21．1001万円以上   

□22．受領実績無し  

四国公立医学部Ⅲ私立医学部  

臼国公立薬学部皿私立薬学部  
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5．3．2 直近の一年間に2番目に多く寄附金等総額を受領された企業からの奨学寄附金以外の資金の総  

額をお答えください。（一万円以下は切り上げ）（単一回答）  

□ 1． 50万円以下   

□ 2． 51万円～100万円   

□ 3．101万円～150万円   

□ 4．151万円～200万円   

□ 5．201万円～250万円   

□ 6．251万円～300万円   

□ 7．301万円～350万円  

□ 8．351万円～400万円   

□ 9．401万円～450万円   

□10．451万円～500万円   

□11．501万円～550万円   

□12．551万円～600万円   

ロ13．601万円～650万円   

□14．651万円～700万円  

□15．701万円～750万円   

□16．751万円～800万円   

ロ17．801万円～850万円   

□18．851万円～900万円   

□19．901万円～950万円   

□20．951万円～1000万円   

□21．1001万円以上   

□22．受領実績無し  

田国公立医学部口私立医学部  
四国公立薬学部皿私立薬学部  
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5・3・3 直近の一年間に3番目に多く寄附金等総額を受領された企業からの奨学寄附金以外の資金の総；  

額をお答えください。（一万円以下は切り上げ）（単一回答）  

□ 1． 50万円以下   

□ 2． 51万円～100万円   

口 3．101万円～150万円   

口 4．151万円～200万円   

□ 5．201万円～250万円  

□ 6．251万円～300万円   

□ 7．301万円～350万円  

□ 8．351万円～400万円   

□ 9．401万円～450万円   

□10．451万円～500万円   

ロ11．501万円～550万円   

□12．551万円～600万円   

□13．601万円～650万円   

□14．651万円～700万円  

□15．701万円～750万円   

□16＿ 751万円～800万円   

□17＿ 801万円～850万円   

□18．851万円～900万円   

ロ19．901万円～950万円   

口20．951万円～1000万円   

□21．1001万円以上   

ロ22．受領実績無し  

田国公立医学部臼私立医学部  

四国公立薬学部m私立薬学部  

国公立薬学部  つ  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0   0  15  l   
私立医学部  1二  3  つ  0  0  0  0  8  0  0  0  山  0   0  0  0  0  0  0  0   0  10  つ   
国公立医学部  9  l  l  0  0  0  n  0  0  q  0  0  0   0  0  b  0  0  0  0   0  21  巳   
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（4）企業からの個人的な報酬について  

5．4．1直近の一年間に一番多く寄附金等総額を受領された企業からのコンサルタント料等の個人的な  

報酬の総額をお答えください。（一万円以下は切り上げ）（単一回答）  

□ 1． 50万円以下   

□ 2． 51万円～100万円   

□ 3．101万円～150万円   

ロ 4．151万円～200万円   

□ 5．201万円～250万円   

□ 6．251万円～300万円   

口 7．301万円～350万円  

□ 8．351万円～400万円   

□ 9．401万円～450万円   

□10．451万円～500万円   

□11．501万円～550万円   

□12．551万円～600万円   

□13．601万円～650万円   

□14．651万円～700万円  

□15．701万円～750万円   

□16．751万円～800万円   

ロ17．801万円～850万円   

□18．851万円～900万円   

□19．901万円～950万円   

ロ20．951万円～1000万円   

ロ21．1001万円以上   

口22．受領実績無し  

匠国公立薬学部Ⅲ私立薬学部  
四国公立医学部□私立医学部  
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5・4，2 直近の一年間に2番目に多く寄附金等総額を受領された企業からのコンサルタント料等の個人  

的な報酬の総額をお答えください。（一万円以下は切り上げ）（単一回答）  

□ 1． 50万円以下   

ロ 2， 51万円～100万円   

□ 3．101万円～150万円   

口 4．151万円～200万円   

口 5．201万円～250万円   

□ 6．251万円～300万円   

□ 7．301万円～350万円  

D 8．351万円～400万円   

口 9．401万円～450万円   

口10．451万円～500万円   

□11．501万円～550万円   

□12．551万円～600万円   

口13．601万円～650万円   

ロ14．651万円～700万円  

D15．701万円～750万円   

□16．751万円～800万円   

□17．801万円～850万円   

□18．851万円～900万円   

□19．901万円～950万円   

□20．951万円～1000万円   

□21．1001万円以上   

ロ22．受領実績無し  

四国公立医学部口私立医学部  

四国公立薬学部Ⅲ私立薬学部  
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5．4．3 直近の一年間に3番目に多く寄附金等総額を受領された企業からのコンサルタント料等の個人  

的な報酬の総額をお答えください。（一万円以下は切り上げ）（単一回答）  

□ 1． 50万円以下   

□ 2． 51万円～100万円   

□ 3．101万円～150万円   

□ 4．151万円～200万円   

□ 5．201万円～250万円   

口 6．251万円～300万円   

口 7．301万円～350万円  

ロ 8．351万円～400万円   

□ 9．401万円～450万円   

口10．451万円～500万円   

□11．501万円～550万円   

□12．551万円～600万円   

□13．601万円～650万円   

□14．651万円～700万円  

□15．701万円～750万円   

□16．751万円～800万円   

□17．801万円～850万円  

□■18．851万円～900万円   

□19．901万円～950万円   

□20．951万円～1000万円   

□21．1001万円以上   

□22．受領実績無し  

四国公立医学部臼私立医学部  

臼国公立薬学部Ⅲ私立薬学部  
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Ⅲ．審議会委員  
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調査の概要  

1．調査の目的  

現行の薬事・食品衛生審議会申し合わせ「審議参力雨こ関する遵守事項」の運用に関する実態調   

査。  

2．調査項目  

① 委員申告フォーマットについて  

② 情報の開示方法について  

③ 問題点や改善すべき点について  

3／調査対象  

薬事・食品衛生審議会薬事分科会委員及び臨時委員であって、本年5月以降に開催された申し  

合わせの適用部会等に所属する163名を対象として調査を実施した。  

4．調査時期  

2008年9月2日～9月16日  

5．調査方法  

調査票（自記式／無記名）を用いた郵送調査  

6．回収結果   

111通（有効回答率68．1％）  
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Ⅲ－1．委員申告フォーマットについて  

分科会、部会及び調査会（以下、「部会等」）の委員申告フォーマットの記入時間、記  

入内容、通常業務への影響等についてお伺いいたします。   

（1）委員申告フォーマットの記入に要する時間について  

1・1・1初回の申告において、委員申告フォーマットの記入に要した日数（実際の作業着手から返送に  

至るまでの日数）について、該当するものに「γ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1． 1日以内  

□ 2． 2～3日  

口 3． 4～7日  

ロ 4． 8～14日  

ロ 5． 15日以上  

1日以内  2～3日  4～7日  8～14日   15口以上  回答なし  
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1．1．2 初回の申告において、寄附金等の金額の確認に要した総時間（学内・組織内における問い合わ  

せに要した時間も含む）について、該当するものに「リ」をつけてください。（単一回答）  

口 1． 5～30分未満  

ロ 2． 30～1時間未満  

□ 3． 1時間～3時間未満  

□ 4． 3時間～6時間未満  

□ 5． 6時間～1日  

□ 6． 2～3日  

□ 7． 4日以上  

－  

－・・ ・   ・ご 
． 
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1・1・3 初回の申告において、委員申告フォーマットの記入に際し、先生ご自身が実際に拘束された時  

間について、該当するものに「z／」をつけてください。（単一回答）  

ロ 1， 5分以内  

ロ 2． 6～15分  

□ 3． 16～30分  

□ 4． 31～45分  

ロ 5． 46～60分  

□ 6， 1時間以上  

ヘ rG ゃ＼ 浴 ㌔  ノ毎  悔  やろし  と・  
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（2）委員申告のフォーマットの記入内容について  

1，2．1寄附金・契約金等の受取額の記載に関して、現行の「受領なし」、「50万円以下」、「50万円  

超～500万円以下」、「500万円超」の4段階のチェック方式についてどのようにお考えですか。  

該当するものに「レ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．評価できる  

□ 2．やむを得ない  

ロ 3．あまり評価できない  

ロ評価できる田やむを得ない田あまり評価できないロ回答なし  

1．2．2・1．2．1で3に「レ」をつけた方にのみお尋ねします。  

どのような点が評価できないかについて、差し支えなければ具体的にご記入をお願いします。（自由記載）  

受領金額に段階をつける根拠に乏しいのではないか？  

複雑すぎる。500万円に一本化し、審議に参加可一不可のどちらかにするのが良い。  

金額の設定根拠が明確ではない。不正防止等を目的とするならば額の多寡に関わらず、受  

領の有無で判断する方がすっきりとする。  
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（3）委員申告フォーマットの記入作業の通常業務に与える影響について  

1・3・1委員申告フォーマットの記入作業について、通常業務に対する影響はありますか。該当するも  

のに「1′」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．影響を感じる  

口 2．やや影響を感じる  

ロ 3．あまり影響は感じない  

□ 4．影響は感じない  

日影響を感じる芭やや影響を感じる田あまり影響は感じない8影響は感じない□回答なし  

1・3・21・3・1で㈱」をつけた：引このみお尋ねします。  

どのような影響があるかについて、差し支えなければ具体的にご記入をお願いします。（自由記載）  

しめ切りが短い  

メールでのやりとりに徹してほしい  

意図的でなくとももし申告漏れのあった場合を想定すると、資料を捜す要あり。 小額で  

問題ないと思いつつも、日常業務で目一杯のところ、影響を感じた。今後は了めリスト作  

成などをしたい。  

煩わしい。しかし義務であると認識している。  
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Ⅲ－2．情報の開示方法について  

現行の議事録および委員等から提出された申告書のホームページでの開示の方法に  

関してお伺いいたします。  

現在、審議参加の可否について、部会等の冒頭で申告状況について報告した内容につ  

いて、委員名を含め議事録で公開することとされています。また、厚生労働省ホーム  
ページで、 

部会等の公開、非公開に関わらず、委員等から提出された申告書を加エせずにそ  

のまま公開しています。   

（1）現行の議事録および申告書のホームページでの開示について  

2．1現行の議事録への審議参加の可否に関する記載及び申告書の公開の方法に関し、どのように感じ  

ますか。該当するものに「レ」をつけてください。（単一回答）  

□ 1．負担を感じる  

□ 2．やや負担を感じる  

口 3．あまり負担は感じない  

□ 4．負担は感じない  

匠負担を感じる口やや負担を感じる田あまり負担は感じない口負担は感じないロ回答なし  

0
 
 

5
 
 

巨∃  

2．2 2・1で御」をつけた：引このみお尋ねします。  

どのような負担をお感じになるかについて、差し支えなければ具体的にご記入をお願いします。（自由記載）  

誤解を受けないようにしてほしい  

マスコミなどからの無要なプレッシャー など  

情報のみが「一人歩き」してしまうことを危倶します。  
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Ⅲ－3．問題点や改善すべき点について  

現行の「審議参加に関する遵守事項」に対する全体的な評価についてお伺いします。   

（1）現行の「審議参加に関する遵守事項」に対する全体的な評価について  

3．1情報開示の方法も含め、現行のルールについてどのように評価されますか。（単一回答）  

口 1．評価できる  

ロ 2．やむを得ない  

□ 3．あまり評価できない  

ロ評価できる田やむを得ない四あまり評価できないロ回答なし  

2．7％ 0・9％  
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3．2 現行の「審議参加に関する遵守事項」に関連して、問題点や改善すべき点がありましたら、どの  

ようなことでも結構ですのでご自由にご記載ください。  

＜寄附金等について＞   

・Activeな研究者のところに報酬を伴う形でさまざまな依頼が来るのは当然である。  

・大学に所属する者にとって、企業からの寄付はなくてはならないものである。  

・個人の報酬である「コンサルタント料・指導料、特許権・特許権使用料・商標権」による報酬、   

講演・原稿執筆科その他これに類する行為による報酬」と、機関経理がなされる委任経理金や受   

託研究とが、「寄附金・契約金等」と一括されており、寄附金についての国民・社会の誤解を助長   

させているのではないか。  

・不透明な個人の報酬と透明性のある研究費とは、異なる基準にするべきである。  

・委任経理金扱いの金銭の考え方があいまいである。  

・寄附金、特に奨学金の位置づけを明らかにし、国民の意識改革を図ることが必要である。  

＜情報公開について＞   

「情報公開」の形式的な証左のために莫大なべーパーと事務作業が費やされていると感じる。  

・審議の透明性を確保するためには情報開示は当然であると考える。  

・利益相反を公開すると審議に参加しにくくなる。  

＜審議参加の取り扱いについて  

・利益相反になるとして審議に参加できない人が出てくることは、やむを得ない。  

・審議会の特定の方により負担がかかっているように感じる。  

・審議に本当の専門家ができなくなると思われる。  

・審議の場において、専門家の意見が反映できるシステムが要と思われる。  

・定足数に近い出席率で、審議不参加委員が多い場合、対象医薬品に関する充分な審議ができなく   

なる。  

・金額の多寡に関係なく受領者は当該審議には参加しないとすべきである。  

・従来行っていた審議対象のみの調査で十分ではないか。  

＜その他＞  

・審議員になることは社会に対する貢献である。  

・報道機関の報道姿勢にも問題があるのではないか。  

・政府の機関としての審議員を守るルール作りを早く確立していただきたい。  

・審査に携わる者の倫理意識の向揚と信頼が大切である。   

・国民、医師、企業の意識改革と開示の徹底化が必要である。  
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